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(57)【要約】
　シンチレータ・ブロックの表面に受光素子を３次元に
配置し、検出器内で放射線を検出した位置を３次元的に
読み出すことができる３次元放射線位置検出器において
、光の拡散方向を制限して３軸方向に導くための、光学
的に不連続な領域を有する中央部分、及び、該中央部分
の外側に配設された、光の拡散方向を制限しない外側部
分を含むシンチレータ・ブロックと、該シンチレータ・
ブロック外周の少なくとも２面に配設された受光素子と
を備え、発光位置を３次元で特定することにより、内部
のシンチレータ素子が受光素子より小さい場合であって
も、位置弁別性能の劣化を防ぐ。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光の拡散方向を制限して３軸方向に導くための、光学的に不連続な領域を有する中央部
分、及び、該中央部分の外側に配設された、光の拡散方向を制限しない外側部分を含むシ
ンチレータ・ブロックと、
　該シンチレータ・ブロック外周の少なくとも２面に配設された受光素子とを備え、
　発光位置を３次元で特定することを特徴とする３次元放射線位置検出器。
【請求項２】
　前記外側部分及び受光素子が、シンチレータ・ブロックの外周の全ての面に配設されて
いる請求項１に記載の３次元放射線位置検出器。
【請求項３】
　前記外側部分及び受光素子が、シンチレータ・ブロックの外周の一部の面に配設されて
いる請求項１に記載の３次元放射線位置検出器。
【請求項４】
　前記中央部分が、複数のシンチレータ素子が配列されてなり、前記外側部分が、シンチ
レータ・プレートでなる請求項１乃至３のいずれかに記載の３次元放射線位置検出器。
【請求項５】
　前記中央部分が、光学的に不連続な領域が内部に形成された一塊のシンチレータでなり
、前記外側部分が、シンチレータ・プレートでなる請求項１乃至３のいずれかに記載の３
次元放射線位置検出器。
【請求項６】
　前記シンチレータ・プレート同士の接触面に反射材が挿入されている請求項４又は５に
記載の３次元放射線位置検出器。
【請求項７】
　前記シンチレータ・プレート同士が接触しないようにされている請求項４又は５に記載
の３次元放射線位置検出器。
【請求項８】
　前記中央部分及び外側部分が、単一のシンチレータでなる請求項１乃至３のいずれかに
記載の３次元放射線位置検出器。
【請求項９】
　請求項４乃至７のいずれかに記載の３次元放射線位置検出器であって、中央部分と外側
部分に異なる種類のシンチレータを用いた３次元放射線位置検出器の検出位置特定に際し
て、
　受光信号の波形弁別により、中央部分による受光か、外側部分による受光かを識別し、
　中央部分による受光の場合は、中央部分用の位置演算を行ない、
　外側部分による受光の場合は、外側部分用の位置演算を行なうことを特徴とする３次元
放射線位置検出器の検出位置特定方法。
【請求項１０】
　請求項１乃至８のいずれかに記載の３次元放射線位置検出器の検出位置特定に際して、
　それぞれの受光素子から出る受光信号の強度比が異なることにより、中央部分による受
光か、外側部分による受光かを識別し、
　中央部分による受光の場合は、中央部分用の位置演算を行ない、
　外側部分による受光の場合は、外側部分用の位置演算を行なうことを特徴とする３次元
放射線位置検出器の検出位置特定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、３次元放射線位置検出器、及び、その検出位置特定方法に係り、特に、放射
線を吸収したときに発光する立方体もしくは直方体のシンチレータ・ブロックの表面に受
光素子を３次元に配置し、検出器内で放射線を検出した位置を３次元的に読み出すことが
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できる３次元放射線位置検出器に用いるのに好適な、内部のシンチレータ素子が受光素子
より小さい場合であっても、位置弁別性能の劣化を防ぐことが可能な３次元放射線位置検
出器、及び、その検出位置特定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＰＥＴ検出器用の受光素子には光電子増倍管（ＰＭＴ）が用いられてきた。ＰＭＴはＰ
ＥＴ装置に組み込まれたときに被検者の側の面（シンチレータ・ブロックの上面と称する
）に位置すると、その占有空間が検出領域を侵害するだけでなく、放射線検出の際の散乱
体となる。また、シンチレータ・ブロックの側面に結合すると放射線を検出できない領域
が増してＰＥＴ装置の感度が落ちる。そのため、図１（ａ）に示す如く、ＰＭＴ１２は被
検者と反対側の面（シンチレータ・ブロック１０の下面と称する）のみに結合していた。
シンチレータ・ブロック１０内の放射線を吸収した場所の２次元的な位置特定は、下面に
複数のＰＭＴ、または位置弁別型ＰＭＴ（ＰＳ－ＰＭＴ）１２を結合し、その信号のアン
ガー計算、すなわち重心を求めるのと同様の位置演算によって行う。アンガー計算の結果
を表した２次元（２Ｄ）位置ヒストグラム上に、吸収した位置に対応した応答が現れるが
、１個の大きなシンチレータの代わりに細かなシンチレータの素子配列のブロックを用い
る場合、図１（ｂ）に例示する如く、各素子の応答が不連続に現れることになる。
【０００３】
　ＰＭＴはシンチレータ・ブロックの下面にのみ結合するという条件の下、受光素子に対
し深さ方向の位置（ＤＯＩ情報）を得るためにシンチレータ・ブロックに様々な工夫がな
された。しかし、近年、アバランシェフォトダイオード（ＡＰＤ）やガイガーモードＡＰ
Ｄ（製品名としてＳｉ－ＰＭ、ＭＰＰＣ（Multi-Pixel Photon Counter）などとも呼ばれ
る）などの半導体受光素子が急速な発展を遂げ、それを受けてＰＳ－ＰＭＴを半導体受光
素子に置き換えたＰＥＴ検出器の研究がなされるようになってきた。小型で薄い半導体受
光素子は新たな検出器デザインも可能であり、例えば、体積の小さい半導体受光素子では
検出器の上面に受光素子を配置しても散乱体となることはない。そのことを利用し、図２
（ａ）（ｂ）に示す如く、シンチレータ・ブロック１０の素子配列の上下面に受光素子（
図２（ａ）では上面側のフォトダイオード(ＰＤ)１４と下面側のＰＳ－ＰＭＴ１２、図２
（ｂ）では上下面共、位置弁別型ＡＰＤ１６）を結合し、それらの信号の比率でＤＯＩ情
報を得るＤＯＩ検出法（非特許文献１、２参照）や、図２（ｃ）に示す如く、側面に受光
素子（ＡＰＤ１６）を結合し、その信号よりＤＯＩ方向の位置を特定するＤＯＩ検出器の
研究もなされている（非特許文献３参照）。図２（ｃ）のように側面に受光素子を接続す
る手法では、ＡＰＤ１６での検出位置がそのままＤＯＩ情報となるだけでなく、シンチレ
ータ素子の広い面を受光素子に結合するためシンチレーション光を効率よく得られ光量の
損失が少ないが、受光素子の分だけＰＥＴ装置にしたときのパッキングフラクションが小
さくなる。
【０００４】
　又、発明者らは、図２（ｄ）に示す如く、小さなシンチレータ素子１０Ｃの３次元配列
１０Ａの表面に３次元的に半導体受光素子１８を配置するＤＯＩ検出器の研究を行ってい
る（特許文献１、非特許文献４参照）。この構造では、シンチレータ・ブロックの辺に沿
った３方向をｘ、ｙ、ｚとすると、ｘｙ平面、ｘｚ平面、ｙｚ平面それぞれに受光素子が
配置され、受光素子信号の演算により放射線吸収位置のｘ成分、ｙ成分、ｚ成分を決定す
る。ブロックが光学的に不連続性のない１個の大きなシンチレータで構成され、ｘｙ平面
、ｘｚ平面、ｙｚ平面それぞれに受光素子を配置する検出器構造については、他のグルー
プにより提案されている。一つは、位置弁別型でない受光素子を用い、シミュレーション
により放射線吸収位置を特定する方法が考察され（非特許文献５参照）、もう一つは、受
光素子配置の違いによる検出器性能の比較をシミュレーションで行う中で、受光素子配置
の一例として用いられている（非特許文献６参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００５】
【特許文献１】特開２００９－１２１９２９号公報
【特許文献２】特開２００９－２７０９７１号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】J. S. Huber, W. W. Moses, M. S. Andreaco, and O. Petterson, “An
 LSO scintillator array for a PET detector module with depth of interaction meas
urement,” IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. 48, No. 3, pp. 684-688, June 2001.
【非特許文献２】Y. Shao, R. W. Silverman, R. Farrell, L. Cirignano, R. Grazioso,
 K. S. Shah, G. Visser, M. Clajus, T. O. Tumer, and S. R. Cherry, “Design strud
ies of a high resolution PET detector using APD array,” IEEE Trans. Nucl. Sci.,
 Vol. 47, No. 3, pp. 1051-1057, June 2000.
【非特許文献３】C. S. Levin, “Design of a high-resolution and high-sensitivity 
scintillation crystal array for PET with nearly complete light collection,” IEE
E Trans. Nucl. Sci., Vol. 49, No. 5, pp. 2236-2243, October 2000.
【非特許文献４】Y. Yazaki, H. Murayama, N. Inadama, A. Ohmura, H. Osada, F. Nish
ikido, K. Shibuya, T. Yamaya, E. Yoshida, T. Moriya, T. Yamashita, H. Kawai, “P
reliminary study on a new DOI PET detector with limited number of photo-detector
s,” The 5th Korea-Japan Joint Meeting on Medical Physics, Sept 10-12, 2008, Jej
u, Korea, YI-R2-3, 2008.
【非特許文献５】J. W. LeBlanc and R..A. Thompson, “A novel PET detector block w
ith three dimensional hit position encoding” IEEE Nuclear Science Symposium Con
ference Record, J1-2, Portland, Oregon, 2003.
【非特許文献６】D. J. van der Laan, M. C. Maas, D. R. Schaart, P. Bruyndonckx, S
. Leonard, and C. W. E. van Eijk, “Using Cramer-Rao theory combined with Monte 
Carlo simulations for the optimization of monolithic scintillator PET detectors
” IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. 53, No. 3, pp. 1063-1070, June 2006.
【非特許文献７】P. Bruyndonckx, S. Leonard, C. Lemaitre, S. Tavernier, Y. Wu, an
d Crystal Clear Collaboration, “Performance study of a PET detector module base
d on a continuous scintillator,” IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. 53, No. 5, pp. 25
36-2542, October 2006.
【非特許文献８】A. A. R. Fremout, R. Chen, P. Bruyndonckx, and S. P. K. Tavernie
r, “Spatial Resolution and Depth-of-Interaction Studies With a PET Detector Mod
ule Composed of LSO and APD Array,” IEEE Trans. on Nucl. Sci., vol. 49, No. 1, 
pp.131 - 138, February 2002.
【非特許文献９】M. Carles, A. Ros-Garc´ia, Ch.W. Lerchey, F. S´anchez, A. Seba
sti´ay, J.M. Benlloch, “Energy and spatial resolution for a continuous scintil
lation crystal - interface - continuous scintillation crystal system in Positron
 Emission Tomography (PET)” IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record, M
9-149, Florida, Orland, 2009.
【発明の概要】
【０００７】
　受光素子を配置するシンチレータ・ブロック１０が小さなシンチレータ素子１０Ｃの３
次元配列１０Ａで構成される場合、図３（ａ）に示す如く、ある素子１０Ｃが放射線を吸
収して発したシンチレーション光は、シンチレータ素子と素子間物質との光学的不連続特
性により、発光した素子を含む列（素子の前後、左右、上下方向の列）に沿って伝搬する
傾向がある。
【０００８】
　一方、シンチレータ・ブロック１０が、光学的に不連続性のない立方体状の１個の大き
なシンチレータ１０Ｂで構成されるとき、図３（ｂ）に示す如く、光はブロック内で制約
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を受けず放射状に広がる。
【０００９】
　図３（ａ）で示したように、３次元素子配列で構成されたシンチレータ・ブロック１０
内の光の広がり方は、発光したシンチレータ素子の上下、左右、前後の素子列に偏在して
伝搬するという特徴をもつ。従来受光素子として用いられてきたＰＳ－ＰＭＴは受光面の
窓ガラスが一連であり、そこで光が広がるためサンプリング点の間に入射した光でも受光
可能であるのに対し、半導体受光素子は受光素子間に不感領域が存在する。したがって、
各シンチレータ素子列の両端の一部が、いずれかの半導体受光素子に結合され、どのシン
チレータ素子で発光しても、その上下、左右、前後の素子列の両端で受光されるのが望ま
しい。しかし、半導体受光素子数を減らす場合は、素子列の両端と光学結合しない場合が
あり、その列の位置弁別精度が劣化する可能性がある。
【００１０】
　シンチレータ素子に比べて受光素子が大きく、一つの受光素子が複数の素子列の端全面
を覆う場合もまた、光の広がりが乏しいと、それらの素子列の互いに異なる最も近い受光
素子に信号が出ないため、信号の位置演算で、それらの素子列を区別することが困難にな
る。
【００１１】
　上記２つの問題は、通常、受光素子とシンチレータ・ブロック間にライトガイドを入れ
て受光直前で光の広がりを作ることで、位置情報の劣化を最低限に抑えつつ、発光したシ
ンチレータ素子列の識別を可能にできる。ライトガイドの材質としては、アクリル等の樹
脂やガラスが用いられる。しかし図４の下方に示すように、ライトガイド２０自体は放射
線をほとんど吸収せず、また放射線を吸収しても発光しない。特にシンチレータ・ブロッ
ク１０の複数面に受光素子（特に、薄型の半導体受光素子）１８を結合する場合、図４の
右上方に示す如く、ＰＥＴ装置１００に組み入れたときに、ライトガイド２０の大きさが
放射線に対する不感領域となり装置の感度の低下につながる。
【００１２】
　一方、シンチレータ・ブロック１０が光学的に不連続性のない１個の大きなシンチレー
タ１０Ｂで構成される検出器では、図３（ｂ）に示したようにシンチレーション光は発光
点から制限を受けずに広がる。従って、シンチレータ・ブロック１０の表面全体で受光可
能な検出器構造では問題ないが、表面の一部が受光素子の不感領域である場合、光の損失
を防ぐため不感領域を反射材で覆うと、反射した光は制限なく進むため、その分位置情報
が失われ位置精度を劣化させ、それを防ぐために不感領域を黒紙などの光吸収材で覆うと
、光の損失による位置情報の劣化をもたらす。放射線の検出効率を上げるためシンチレー
タ・ブロックに厚みをもたせると、発光点から受光面までの距離が長くなり、光が広がり
すぎて側面での反射、または吸収の影響を強く受ける結果、位置精度がさらに劣化する（
非特許文献７参照）。シンチレータ・ブロックの厚みを増したときの位置分解能の劣化を
抑える試みとして、シンチレータ・ブロックの受光面と対向する面を複数の三角形の山と
する工夫（非特許文献８参照）や、シンチレータ・ブロックを２層に分ける工夫（非特許
文献９参照）などが行われている。以上の研究では従来型の検出器構成を考慮し、受光面
はシンチレータ・ブロックの１面となっている。
【００１３】
　本発明は、前記事情に鑑みてなされたもので、内部のシンチレータ素子が受光素子より
小さい場合であっても、位置弁別性能の劣化を防ぐことが可能な３次元放射線位置検出器
、及び、その検出位置特定方法を提供することを課題とする。
【００１４】
　受光素子をシンチレータ・ブロック表面に３次元に配置し、検出器内で放射線を検出し
た位置を３次元的に読み出すことができる３次元放射線位置検出器で、図５（ａ）に示す
如く、シンチレータ素子１０Ｃが受光素子１８に対して小さいとき、隣り合うシンチレー
タ素子１０Ｃからのシンチレーション光が受光素子１８にほぼ同じ分布で受光される場合
があり、受光素子信号の演算では、どちらの素子で検出されたか判別が困難になる。そこ
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で、図５（ｂ）に示す如く、シンチレータ・プレート１１をシンチレータ・ブロック１０
と受光素子１８の間に設けて、シンチレーション光を近傍の受光素子１８に広げることに
より、シンチレータ・プレート１１が無い場合に識別が困難であったシンチレータ素子１
０Ｃ間で、シンチレーション光の受光素子１８への分配に違いを出すことが出来る。その
結果、信号の位置演算結果による素子の識別が可能となる。
【００１５】
　一方、図５（ｃ）に示す如く、シンチレータ・プレート１１内で放射線の吸収が起こっ
た場合は、遠い面（図５（ｃ）の上面）の受光素子１８に届く光は、シンチレータ素子列
を通過することによって光の広がりが抑制されるので、位置弁別精度を改善できる。
【００１６】
　これは、シンチレータ・ブロックが、大きな１つのシンチレータで構成される場合でも
、同様である。更に、内側のシンチレータと外側のシンチレータ・プレートを同じシンチ
レータ・ブロック内に形成することもできる。
【００１７】
　本発明は、上記知見に基づいてなされたもので、光の拡散方向を制限して３軸方向に導
くための、光学的に不連続な領域を有する中央部分、及び、該中央部分の外側に配設され
た、光の拡散方向を制限しない外側部分を含むシンチレータ・ブロックと、
　該シンチレータ・ブロック外周の少なくとも２面に配設された受光素子とを備え、
　発光位置を３次元で特定することを特徴とする３次元放射線位置検出器により、前記課
題を解決したものである。
【００１８】
　ここで、前記外側部分及び受光素子を、シンチレータ・ブロックの外周の全ての面に配
設することができる。
【００１９】
　あるいは、前記外側部分及び受光素子を、シンチレータ・ブロックの外周の一部の面に
配設することができる。
【００２０】
　又、前記中央部分が、複数のシンチレータ素子が配列されてなり、前記外側部分が、シ
ンチレータ・プレートでなることができる。
【００２１】
　あるいは、前記中央部分が、光学的に不連続な領域が内部に形成された一塊のシンチレ
ータでなり、前記外側部分が、シンチレータ・プレートでなることができる。
【００２２】
　又、前記シンチレータ・プレート同士の接触面に反射材を挿入することができる。
【００２３】
　又、前記シンチレータ・プレート同士が接触しないようにすることができる。
【００２４】
　又、前記中央部分及び外側部分が、単一のシンチレータでなることができる。
【００２５】
　本発明は、又、前記の３次元放射線位置検出器であって、中央部分と外側部分に異なる
種類のシンチレータを用いた３次元放射線位置検出器の検出位置特定に際して、
　受光信号の波形弁別により、中央部分による受光か、外側部分による受光かを識別し、
　中央部分による受光の場合は、中央部分用の位置演算を行ない、
　外側部分による受光の場合は、外側部分用の位置演算を行なうことを特徴とする３次元
放射線位置検出器の検出位置特定方法を提供するものである。
【００２６】
　又、前記の３次元放射線位置検出器の検出位置特定に際して、
　それぞれの受光素子から出る受光信号の強度比が異なることにより、中央部分による受
光か、外側部分による受光かを識別し、
　中央部分による受光の場合は、中央部分用の位置演算を行ない、
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　外側部分による受光の場合は、外側部分用の位置演算を行なうことを特徴とする３次元
放射線位置検出器の検出位置特定方法を提供するものである。
【００２７】
　このようにして、シンチレータ・ブロックを、小さなシンチレータ素子の３次元配列１
０Ａ、又は、例えばレーザ加工により内部に形成した光学的不連続面を有する、大きな１
つのシンチレータ１０Ｂでなる中央部分と、ライトガイドとしての機能を有する外側部分
で構成し、光の広がりを制御することにより、放射線検出位置の分解能を向上させること
ができる。
【００２８】
　また、本発明は、ＰＥＴ検出器のようにパッキングフラクションを高くする必要がなく
、ＰＳ－ＰＭＴなど半導体受光素子以外の受光素子を３次元配列にした放射線検出器に対
しても適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】（ａ）従来の放射線検出器の一例を示す斜視図、及び（ｂ）その２次元（２Ｄ）
位置ヒストグラムを示す図
【図２】従来のＤＯＩ検出器の様々な例を示す斜視図
【図３】（ａ）細かなシンチレータ素子の３次元配列で構成されたシンチレータ・ブロッ
ク内の光の伝搬状態を示す斜視図、及び、（ｂ）一個の大きなシンチレータで構成された
シンチレータ・ブロック内の光の広がりを示す図
【図４】従来の問題点を説明するための断面図
【図５】本発明の原理を示す図
【図６】本発明に係る放射線検出器の第１実施形態の構成を示す（ａ）断面図及び（ｂ）
分解斜視図
【図７】第１実施形態をＰＥＴ装置に組み入れた状態を示す断面図
【図８】第１実施形態の様々な変形例を示す断面図
【図９】本発明の第２実施形態の構成を示す断面図
【図１０】本発明の第３実施形態の構成を示す断面図
【図１１】本発明の第４実施形態の構成と作用を示す断面図
【図１２】シンチレータ・プレートの様々な構成例を示す断面図
【図１３】第１実施形態におけるシンチレータ・ブロックの中央部分と外側のプレート部
分の識別法を示す図
【図１４】シンチレータ・ブロックの中央部分と外側のプレート部分に異なるシンチレー
タを用いた場合の本発明による放射線検出位置特定方法の要旨を示す流れ図
【図１５】同じく具体例を示す流れ図
【図１６】本発明を用いてシンチレータ・ブロックの中央部分と外側部分を受光素子信号
の強度解析により区別する放射線検出位置特定方法の例を示す流れ図
【図１７】同じく他の例を示す流れ図
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。
【００３１】
　本発明にかかる放射線検出器の第１実施形態は、図６（ａ）（断面図）（ｂ）（分解斜
視図）に示すように、シンチレータ・ブロック１０が、小さなシンチレータ素子１０Ｃの
３次元配列１０Ａでなる中央部分と、光の拡散方向を制限しないシンチレータ・プレート
１１でなる外側部分で構成される。ここで、内部のシンチレータ素子１０Ｃは、受光素子
１８よりも小さく、一つの受光素子１８が複数の素子列の全端面を覆っている。
【００３２】
　本実施形態において、シンチレータ素子配列１０Ａ内のシンチレータ素子１０Ｃでの発
光に対し、シンチレータ・プレート１１はＰＳ－ＰＭＴの受光ガラスやライトガイドのよ
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うな役割をするため、発光したシンチレータ素子１０Ｃを含む素子列が半導体受光素子１
８の間に位置しても、複数の素子列が同じ受光素子上にあっても、シンチレータ・プレー
ト１１での光の広がりにより、位置の識別能の大きな劣化を防ぐことができる。また、シ
ンチレータ・プレート１１は、シンチレータ・ブロック１０の一部であり放射線が検出可
能であるため、図７に示す如く、ＰＥＴ装置１００に組み入れたときの感度の低下も無い
。シンチレータ・プレート１１での発光に対しては、受光面までの距離が長い方向への光
はシンチレータ素子列を通過することによって光の広がりが抑制され、発光の位置弁別精
度を改善できる。つまり、本発明のシンチレータ・ブロック１０は、シンチレータ素子１
０Ｃとシンチレータ・プレート１１が互いの位置弁別性能を向上させる構造となっている
。
【００３３】
　本発明は、図８（ａ）－（ｃ）に示すように、受光素子１８の結合面が、図８（ｂ）に
示す３面、図８（ｃ）に示す２面と少なくなっても性能向上に効果的である。
【００３４】
　シンチレータ・ブロック１０内部のシンチレータ素子配列は、第１実施形態のような個
々の素子１０Ｃの配列だけでなく、図９に示す第２実施形態のように、大きな一塊のシン
チレータ１０Ｂの内部に、レーザーなどでマイクロクラック等の光学的不連続点でなる壁
面を加工したもの（特許文献２参照）でも同様の効果が期待できる。
【００３５】
　更に、図１０に示す第３の実施形態のように、更に大きな一塊のシンチレータ１０Ｄの
内部に、シンチレータ１０Ｂと同様の光学的不連続点を有する中央部分と、シンチレータ
・プレート１１と同様の外側部分を作り分けたものであっても良い。
【００３６】
　第３実施形態を更に改良して、図１１（ａ）に示す第４実施形態のように、中央部分の
不連続点の配置を一様でなくしても良い。第４実施形態に放射線が入射したときの光の状
態の例を図１１（ｂ）（ｃ）に示す。
【００３７】
　図１２に例を示す如く、シンチレータ・プレート１１の断面形状に制限は無く、例えば
図１２（ａ）に示す４５°の傾斜面を有する台形状、図１２（ｂ）～（ｄ）に示す矩形状
、又は、他の形状であっても良い。又、プレートどうしの接触面１１Ａにも制限はなく、
例えば図１２（ａ）（ｂ）に示すように、反射材１１Ｂとして光学グリースを用いたり、
図１２（ｃ）に示すように、プレート間を離して非接触としても良い。
【００３８】
　シンチレータ・ブロックの中央部分と外側部分の識別は、第１、第２実施形態では、異
なる種類のシンチレータを用いて波形弁別で識別することができる。一方、第３、第４実
施形態や、第１、第２実施形態でも同じシンチレータを用いる場合は、例えば図１２（ａ
）、（ｂ）でプレート１１の接触面１１Ａに反射材１１Ｂを挿入する構造や、図１２（ｃ
）の接触面を離した構造では、図１３（ａ）、（ｂ）に示すように、信号の出る受光素子
が異なることより区別できる。
【００３９】
　波形弁別法で中央部分と外側のプレート部分の識別を行う場合の検出位置の特定法の概
要を図１４に示す。ステップ１１０で波形弁別後、ステップ１１２でプレート部分と判定
された場合は、ステップ１２０で受光面を選択後、ステップ１２２でプレート部分用の位
置演算を行って、ステップ１２４で放射線検出位置を決定する。一方、ステップ１１２で
中央部分と判定された場合は、ステップ１１４で中央部分用の位置演算を行うことで、ス
テップ１１６で、放射線検出位置を決定する。
【００４０】
　位置演算は、図１５に具体例を示す如く、中央部分の場合、受光素子信号のアンガー計
算（ステップ１１４ａ）とルックアップテーブル（ＬＵＴ）の参照（ステップ１１４ｂ）
や最尤推定法などが考えられ、プレート部分の場合、受光素子信号のアンガー計算（ステ
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）を考慮したもの（ステップ１２２ｂ、１２２ｃ）や最尤推定法などが考えられる。
【００４１】
　出力のあった受光素子で放射線を検出した部分の判別を行う場合の検出位置の特定法の
概要を図１６に示す。ステップ１３０で受光素子信号の強度比を解析し、ステップ１３２
で中央部分か外側部分か識別した後、図１４と同様な方法で放射線検出位置の特定ができ
る。
【００４２】
　あるいは、図１７に示す如く、最初にステップ１５０、１５２で図１５のステップ１１
４ａ、１１４ｂと同様のアンガー計算とＬＵＴ参照を行って、発光位置を求め、外側部分
の場合は、図１４のプレート部分の場合と同様に、受光面の選択後、外側部分用の位置演
算を行なうことができる。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
　本発明に係る放射線検出器、及び、その位置検出方法は、ＰＥＴ検出器、ＳＰＥＣＴ検
出器、ガンマカメラ等の放射線検出器に用いることができる。
【符号の説明】
【００４４】
　１０…シンチレータ・ブロック
　１０Ａ…３次元配列
　１０Ｂ、１０Ｄ…シンチレータ
　１０Ｃ…シンチレータ素子
　１１…シンチレータ・プレート
　１１Ａ…接触部
　１１Ｂ…反射材
　１８…半導体受光素子
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